
参考資料２

農薬登録保留基準値設定における作物群分類

大分類制作物群 新作物群（中分類制） 主 た る 作 物

米 米 米

麦・雑穀 小麦 小麦

小麦以外の麦・雑穀 大麦、ライ麦、とうもろこし（未成熟とうもろこしを含む。）、その他の麦・雑穀

果実 みかん みかん

みかん以外のかんき あまなつ、いよかん、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、かぼす、グレープフル
つ類 ーツ、すだち、なつみかん、はっさく、ゆず、ライム、レモンその他のかんきつ類

第一大粒果実類 もも、びわ、キウィー、すいか、まくわうり及びメロン類

第二大粒果実類 ネクタリン、西洋なし、日本なし、マルメロ、りんご、パイナップル、バナナ、かきそ

の他これらと同程度又はそれ以上の大きさの果実（みかん、みかん以外のかんきつ類及

び第一大粒果実類を除く。）

小粒果実類 あんず（アプリコットを含む。）、うめ、おうとう（チェリーを含む。）、すもも（プ

ルーンを含む。）、いちご、きいちご類（ブラックベリー及びラズベリーを含む。）、
ぶどうその他これらと同程度又はそれ以下の大きさの果実（みかん、みかん以外のかん

きつ類及び第一大粒果実類、第二大粒果実類、オイルシード及びナッツ類を除く。）

オイルシード ごまの種子、なたね、ひまわりの種子、べにばなの種子、綿実その他のオイルシード

ナッツ類 ぎんなん、くり、くるみその他のナッツ類

野菜 第一果菜類 おくら、ししとう、とうがらし及びピーマン

第二果菜類 かぼちゃ、きゅうり、しろうり、とうがん、にがうり、ゆうがお、トマト、なすその他
の果菜類（第一果菜類を除く。）

さや付未成熟豆類 えだまめ、未成熟いんげん、未成熟えんどうその他の未成熟豆類

第一葉菜類 キャベツ（芽キャベツを除く。）及びはくさい

第二葉菜類 かぶ類の葉、クレソン、だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉、芽キャベツ、カリ
フラワー、ブロッコリー、からしな、きょうな、たかな、のざわな、こまつな、しゅん

ぎく、セロリ、チンゲンサイ、パセリ、みつば、レタス、アスパラガス、ねぎ､わけぎ､

ほうれんそうその他の葉菜類（第一葉菜類を除く。）

根・茎類 かぶ類の根、だいこん類（ラディッシュを含む。）の根、西洋わさび、ごぼう、にんじ

ん、れんこん、くわい、しょうが、たけのこ、わさびその他の根菜類

鱗茎類 たまねぎ、食用ゆりの根、にんにく、らっきょうその他の鱗茎類

きのこ類 えのきたけ、しいたけ、なめこ、ひらたけ、まいたけ、マッシュルームその他のきのこ
類

いも類 いも類 かんしょ、こんにゃくいも、さといも類（やつがしらを含む。）、ばれいしょ、やまい

もその他のいも類

豆類 大豆 大豆

大豆以外の豆類 えんどう、小豆類（いんげん、ささげを含む。）、そら豆（未成熟そら豆を含む。）、

らっかせいその他の豆類

てんさい てんさい てんさい

さとうきび さとうきび さとうきび

茶 茶 茶

ホップ ホップ ホップ




